
 

 

静岡県環境衛生科学研究所における競争的資金等の管理・監査に関する規程 

 

第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実

施基準）（平成 19 年２月 15 日文部科学大臣決定、平成 26 年２月 18 日改正。以下

「ガイドライン」という。）に基づき、静岡県環境衛生科学研究所（以下「研究所」

という。）における競争的資金等の適正な管理を推進するために必要な事項を定め

るものとする。 

 （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによるほかガイドラインの定義するところに拠る。 

(1) 配分機関 国及び国が所管する独立行政法人をいう。 

(2) 競争的資金等 配分機関から配分される競争的資金を中心とした公募型の研

究資金をいう。 

(3) 個人向け資金 配分機関から直接又は他機関を経由して、研究所に属する職

員個人が交付を受けた競争的資金等の直接経費をいう。 

(4) 受託研究費等 配分機関から直接又は他機関を経由して、研究所に属する職

員個人が交付を受けた競争的資金等の間接経費及び研究所が交付を受けた競争

的資金等をいう。 

(5) 研究代表者等 個人向け資金の交付を受ける研究代表者、研究分担者等とし

ての職員をいう。 

(6) 関係職員 競争的資金等の運営・管理に直接関わる全ての職員をいう。 

 （適用範囲） 

第３条 競争的資金等の運営・管理については、法令その他別に定めがあるものの

ほか、この規程によるものとする。 

 （法令等の遵守） 

第４条 関係職員は、交付等を受けた競争的資金等に係る研究の実施に当たっては、

関係法令、配分機関が示した交付等の条件、県の規程等を遵守しなければならな

い。 

２ 関係職員は、様式第１号の誓約書を提出しなければならない。 

（運営・管理体制） 

第５条 研究所の競争的資金等を適正に運営・管理するため、別表のとおり最高管

理責任者、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者、監査責任者及び監査

担当者を置く。 

 



 

 

２ 最高管理責任者は、研究所全体を統括し、競争的資金等の運営・管理について

最終責任を負う。なお職務の詳細は、ガイドライン第１節１(１)に定めるところ

に拠る。 

３ 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理につ

いて、全体を統括する実質的な責任と権限を有するものとする。なお職務の詳細

は、ガイドライン第１節１(２)及び第３節２(２)に定めるところに拠る。 

４ コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、競争的資金等の

運営・管理について、実質的な責任と権限を有するものとする。なお職務の詳細

は、ガイドライン第１節１(３)に定めるところに拠る。 

５ 監査責任者は、最高管理責任者の指示の下、個人向け資金の管理体制の不備に

ついて検証するとともに、個人向け資金の財務情報に対する監査を総括する。 

６ 監査担当者は、個人向け資金の財務情報に対する監査を実施する。 

 （研修教育） 

第６条 コンプライアンス推進責任者は、ガイドライン第２節１に定めるところを

参照し、コンプライアンスリレー研修、財務会計研修の外、適宜必要な啓発活動

を実施する。 

 （不正防止計画推進部署） 

第７条 最高管理責任者は、競争的資金等の不正防止計画の推進に関する責任者（以

下「防止計画推進者」という。）を総務企画課に置く。 

２ 防止計画推進者は、不正を発生させる要因を体系的に整理、評価するとともに、

その要因に対応する具体的な不正防止計画を策定し、実施する。なお職務の詳細

は、ガイドライン第３節１(２)、(３)及び同節２に定めるところに拠る。 

３ 最高管理責任者は、不正防止計画の進捗管理を行うものとする。 

   第２章 個人向け資金の管理・監査 

 （執行） 

第８条 個人向け資金は、静岡県環境衛生科学研究所における個人向け競争的研究

資金の取扱指針（平成 20 年 4 月１日施行。以下「取扱指針」という。）及び静岡

県環境衛生科学研究所における科学研究費補助金経理事務要領（平成 23 年 4 月 30

日施行。以下「経理事務要領」という。）の規定に基づき、計画的かつ適正に執行

するものとする。 

（発注業務） 

第９条 最高管理責任者は、個人向け資金の執行において取引する業者が静岡県の

物品購入等競争入札参加資格者名簿等に登録されていない場合には、取引実績等

を考慮した上で別記様式第２号の誓約書の提出を求めるものとする。 

 

 



 

 

 （検収業務） 

第 10 条 個人向け資金に関する物品等契約に伴う納品の検収は、総務企画課の職員

及び研究代表者等の２人以上をもって行い、納品された物品及び役務の納品書等

の関係書類を検収し、納品書に検収者又は立会者として署名するものとする。 

 （業者等の処分） 

第 11 条 最高管理責任者は、個人向け資金の執行に関して、業者又はその役員若し

くは使用人が、物品調達等及び一般業務委託に係る入札参加停止基準（平成 18 年

3 月 30 日集用第 103 号出納局長）第２条各号のいずれかに該当した場合には、研

究所発注の業務において、当該各号に掲げる期間の範囲内において当該業者の入

札参加を停止するものとする。 

 （出張） 

第 12 条 個人向け資金における出張の処理等は、取扱指針及び経理事務要領に基づ

き行うものとする。 

 （謝金等） 

第 13 条 個人向け資金の執行により謝金（報償費）を支出する必要のある研究協力

者等の招へいは、次のとおり実施する。 

(1) 研究代表者等は、招へいする者を決定するに当たっては、当該研究協力者等

の所属、氏名、依頼業務等を記載した書類を作成し、コンプライアンス推進責

任者を経て、最高管理責任者の決裁を受けなければならない。 

(2) 研究代表者等は、当該研究協力者等を招へいした日から 10 日以内に実績報告

書を作成し、コンプライアンス推進責任者を経て、最高管理責任者の決裁を受

けなければならない。 

(3) 総務企画課は、実績報告書が決裁された時は、謝金の支出処理を行うものと

する。 

 （執行状況の確認） 

第 14 条 コンプライアンス推進責任者は、個人向け資金の予算執行状況を遅滞なく

把握しなければならない。 

２ コンプライアンス推進責任者は、個人向け資金の予算執行が著しく遅れている

と認めた場合は、統括管理責任者に報告するとともに、研究代表者等に対し、執

行の遅れの理由を確認した上で、必要な改善を求めるものとする。 

 （相談窓口） 

第 15 条 個人向け資金に係る事務処理手続き及び執行に関する相談窓口は、総務企

画課に設置する。 

 

 

 



 

 

 （告発等窓口） 

第 16 条 個人向け資金の不正行為に関する告発及び通報（以下「告発等」という。）

の受付は、次の各号によるものとする。 

(1) 受付窓口        静岡県環境衛生科学研究所 総務企画課長 

(2) 場所及び連絡先  藤枝市谷稲葉 232-1 

 電話番号 054-625-9121 

(3) 受付方法       書面又は面談 

 （告発等の取扱い） 

第 17 条 総務企画課長は、前条の告発等を受け付けた場合、直ちに最高管理責任者

及び統括管理責任者に報告しなければならない。 

２ 最高管理責任者は、告発等を受け付けた日から 30 日以内に、告発等の内容の合

理性を確認し調査の要否を判断するとともに、当該調査の要否を対象となる個人

向け資金の配分機関に報告する。 

３ 報道や会計検査院等の外部機関からの指摘による場合も前項と同様の取扱いと

する。 

 （調査） 

第 18 条 最高管理責任者は、受け付けた告発等の内容について調査が必要と判断し

た場合は、研究所に属さない第三者を含む調査委員会を設置し、調査を命ずる。 

２ 前項に規定する第三者の調査委員は、研究所、告発等を行った者及び被告発者

と直接の利害関係を有しない者でなければならない。 

３ 調査委員会は、不正の有無及び、不正の内容、関与した者及び、関与の程度、

不正使用の相当額等について調査する。 

 （個人向け資金競争的資金等の一時執行停止） 

第 19 条 最高管理責任者は、必要に応じて、被告発者等の調査対象となっている者

に対して、調査対象の個人向け資金の一時執行停止を命ずることができる。 

 （認定） 

第 20 条 調査委員会は、被告発者による不正行為の有無、不正の内容、関与した者、

関与の程度、不正使用の相当額等について、最高管理責任者に報告する。 

２ 調査委員会は、告発者が悪意による告発等を行ったと認定した場合には、その

根拠等ついて、最高管理責任者に報告する。 

 （配分機関への報告及び調査への協力等） 

第 21 条 最高管理責任者は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等に

ついて、当該配分機関に報告し、協議しなければならない。 

 

 

 



 

 

２ 最高管理責任者は、原則として告発等を受け付けた日から 210 日以内に、調査

結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる研究所の他の競争的資金等にお

ける管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書（期限までに調査

が完了しない場合にあっては、調査の中間報告書）を当該配分機関に提出する。 

３ 最高管理責任者は、調査の過程で不正の事実が一部でも確認された場合は、速

やかに当該配分機関に報告する。 

４ 最高管理責任者は、当該配分機関から求めがあった場合は、調査の進捗状況及

び中間報告を行うとともに、調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、

当該事案に係る資料の提出若しくは閲覧又は現地調査に応じる。 

５ 最高管理責任者は、告発を受け付けた場合は、配分機関に準じて経済産業部産

業革新局産業イノベーション推進課長に報告する。 

 （調査結果の公表） 

第 22 条 最高管理責任者は、調査委員会から不正行為の認定の報告があった場合、

次の事項を公表する。ただし、合理的な理由がある場合は、一部事項を非公表と

することができる。 

(1) 不正に関与した者の氏名及び所属 

(2) 不正の内容 

(3) 研究所が公表時までに行った措置の内容 

(4) 調査委員の氏名及び所属 

(5) 調査の方法及び手順 

(6) その他必要事項 

２ 最高管理責任者は、前項により公表した事項について、告発等を行った者（顕

名による場合に限る。）に通知する。 

 （職員の懲戒処分） 

第 23 条 第 20 条第１項により被告発者が不正行為を行った又は第２項により悪意

による告発等を行ったと認定された者が静岡県職員である場合、地方公務員法（昭

和 25 年法律第 261 号）の規定に基づく懲戒処分等を行うものとする。 

２ 懲戒処分等は、経営管理部において行う。 

 （監査） 

第 24 条 個人向け資金を適正に運営・管理するため、最高管理責任者は、取扱指針

第 10 条に基づき、監査責任者に直接経費に係る管理及び経理事務の監査を実施さ

せるものとする。 

２ 監査責任者は、監査終了後、速やかに監査結果を最高管理責任者に報告しなけ

ればならない。 

 

 



 

 

３ 監査責任者は、第１項に定める監査の質を一定に保つため、必要に応じて、ガ

イドライン第６節に定めるモニタリングの在り方を参照し、監査計画、マニュア

ル等の作成を行う。 

４ 監査担当者は、第１項に定める監査のため、会計書類の検査、購入物品の使用

状況等に関する研究代表者等からのヒアリング、納品後の物品等の現物確認等を

実施する。 

   第３章 受託研究費等の管理・監査 

 （執行） 

第 25 条 受託研究費等は、静岡県歳入歳出予算に計上した上で、静岡県財務規則（昭

和 39 年静岡県規則第 13 号）、静岡県財産規則（昭和 39 年静岡県規則第 14 号）、

静岡県職員の旅費に関する条例（昭和 31 年静岡県条例第 48 号）、静岡県環境衛生

科学研究所における競争的資金に係る間接経費の使用に関する方針（平成 20 年４

月１日施行）及びその他の県の規程に基づき、計画的かつ適正に執行するものと

する。 

 （任用） 

第 26 条 受託研究費等における会計年度任用職員の任用は、会計年度任用職員任用

等取扱要綱（令和３年４月１日施行）に基づき行うこととする。 

 （監査） 

第 27 条 受託研究費等は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）の規定に基づき、

監査委員の監査を受検する。 

 （受託研究費等への準用） 

第 28 条 第９条、第 14 条から第 23 条までの規定は、受託研究費の場合に、これを

準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

附 則 

１ この規程は、平成 27 年６月 16 日から施行する。 

２ 静岡県環境衛生科学研究所における競争的研究資金等の取扱いに関する規程

（平成 23 年４月１日施行）は、廃止する。 

 

附 則 

この改正は、平成 29 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、令和元年７月 10 日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、令和３年１月 13 日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、令和３年７月 14 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表 

最高管理責任者 所長 

統括管理責任者 副所長 

コンプライアンス推進責任者 総務企画課長 

不正防止計画推進者 総務企画課長 

監査責任者 総務企画課長 

監査担当者 総務企画班長 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

様式第１号（第４条関係）  

 年 月 日 

 

静岡県環境衛生科学研究所における競争的資金等の取扱いに関する誓約書 

 

静岡県環境衛生科学研究所長 様 

 

                           部・課名 

職･氏名          

 

私は、静岡県環境衛生科学研究所における競争的資金等の取扱いに関して、下記

のとおり誓約します。 

 

記 

 

１ 静岡県及び研究所の規則等を遵守します。 

２ 競争的資金等の取扱い等に関して、不正行為を行いません。 

３ 規則等に違反して不正行為を行った場合は、静岡県及び競争的資金等を配分

する機関の処分を受けるとともに、法的な責任を負います。 

 



 

 

様式第２号（第９条関係） 

年 月 日 

 

静岡県環境衛生科学研究所における競争的資金等に係る取引等に関する誓約書 

 

静岡県環境衛生科学研究所長 様 

 

所在地 

名 称 

代表者         印 

※氏名を自署する場合は押印不要です。 

 

当社（当法人）は、静岡県環境衛生科学研究所（以下「研究所」という。）との取

引に当たり、下記の事項を遵守することを誓約します。 

 

記 

 

１ 静岡県及び研究所の規則等を遵守します。 

２ 研究所から取引帳簿の閲覧・提出等の要請があったときは、これに協力しま

す。 

３ 規則等に違反して不正行為を行った場合、いかなる処分を講じられても異議

はありません。 

４ 研究所の職員から不正な行為の依頼等があった場合には、研究所に通報しま

す。 


